
令和２年度 愛媛大学 免許法認定通信教育（認定申請中）

令和２年８月１日（土）
～11月30日（月）

お問い合わせ｜愛媛大学免許法認定通信教育事務局｜

講習に
ついて

開 催
期 間

本講習は、令和2年度文部科学省受託事業「就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラム事業」に基づき実施します。

減免
申請に
ついて

申 請
期 間

令和２年

６月下旬 ～７月31日 （当日消印有効）

金

申 請
方 法

受講料減免の申請は、本チラシ裏面のシート、または「実施要項」13
ページの提出をもって受付けます。受講申込み書類に同封してご送付く
ださい。
※すでにお申込みいただいている方につきましては、上記書類を作成の
上、PDFまたは写真にて下記事務局メールまでお送りください（原本は
後日必要になりますので保存しておいてください）。

〒790-8577
愛媛県松山市文京町3

左のＱＲコードから
ＨＰへアクセス！

089-927-9452 eu.recurrent@ed.ehime-u.ac.jp

http://eu-recurrent.karilab.jp

文部科学省受託事業「就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラ

ム事業」に基づき、「就職氷河期世代」の受講者の方々に対して受講料を減免いた
します。お申込みの方はぜひご利用ください。減免条件につきましては裏面をご覧ください。

「就職氷河期世代」の方々限定！

を し ます！受講料 減免

通常1,500円
↓

（１講座）

場 所 各自インターネット活用でどこでも可能



受講料の減免条件 チェックシート

下記の1～3のすべてに当てはまる方、且つ4～6のいずれかに当てはまる方には、受講料を減免致します（1講座
1,500円のところ、1,000円とします）。減免をご希望の方は、当てはまる項目にチェックを入れた上、職務経歴書と
ともにご提出ください。

1 ☐
R2.7.31時点において、教員採用試験を受験したことがある、または臨時的任用リスト
へ登録しているなど、学校現場で勤務する意思がある。

2 ☐ R2.7.31時点において35歳以上55歳未満である。

3 ☐ R2.7.31から起算して過去1年間正社員として雇用されていない。

4 ☐ R2.7.31から起算して直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下である。

5 ☐

R2.7.31から起算して直近5年間に概ね1年以上の間に臨時的・短期的な就業を繰
り返す、あるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すなど不安定就労の期間
が長かった。

6 ☐
R2.7.31から起算して直近5年間に非正規雇用の就職経験が多い、あるいは就職後
の就業期間が短いなど安定した就労の経験が乏しい。

★上記のチェック項目を証明するため、必ず職務経歴書の提出をお願い致します★

職務経歴書

氏名： 生年月日：

勤務先名：

職歴（直近のものから順番にご記入ください）

年 月 事 項

上記のとおり相違ありません。

R2 年 月 日

氏名 印

※本書類は、「実施要項」13ページにもあります。実施要項はHPからダウンロードすることが可能です。


